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災害時における保育施設等の対応ガイドライン 

 

１ 目的 

  台風や大雨等の自然災害発生時（以下「災害時等」という。）で市内に避難情報が発令された場合、

保育施設等には、児童や保育従事者の生命と身体の安全を守るため、早急な判断と対応が求められる。

そこで、伊佐市では市内で避難情報が発令された場合の保育施設等の対応についてガイドラインを定

める。 

 

２ 対象施設 

  市内の認可保育所、認定こども園（以下「保育施設等」という。） 

 

３ 市民がとるべき行動 

  発令される警戒レベルごとに、市民がとるべき行動が示されており、乳幼児とその支援者は『「警

戒レベル３」高齢者等避難』が発令されたら避難行動を開始する。 

 

警戒レベル 状 況 市民がとるべき行動 避難情報等 

 

警戒レベル５ 

 

 

災害発生又は切迫 

 

命の危険、直ちに安全確保！ 

緊急安全確保 

（必ず発令されるも

のではない） 

 

～～～～～～～～～～～～～《警戒レベル４までに必ず避難！》～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

警戒レベル４ 

 

災害のおそれ高い 

 

危険な場所から全員避難 
避難指示 

（伊佐市が発令） 

 

 

警戒レベル３ 
災害のおそれあり 

 

危機な場所から高齢者等は避難 

・避難行動に時間を要する人（高齢

者、障がい者、乳幼児など）とその支

援者は避難行動をとる 

・その他の人は避難行動準備 

高齢者等避難 

（伊佐市が発令） 

 

警戒レベル２ 

 

気象状況の悪化 

自らの避難行動を確認 

・避難情報の避難手順の確認 
大雨・洪水注意報等

（気象庁が発令） 

 

警戒レベル１ 

 

今後気象状況悪化

のおそれ 

災害への心構えを高める 

・防災気象情報等の最新情報に注意

等 

早期注意情報 

（気象庁が発令） 

 

 

 



 

４ 基本方針 

  保育施設等については、保護者が就労等により保育が必要な児童等が利用しているため、原則開園

となる。ただし、災害時等は人命を第一に適切に対応すること。 

  風水害は天気予報等により事前に予測しやすい側面があり、災害対応についても各保育施設等の環

境や立地条件等によって異なる。本市から発令された警戒レベルに応じた臨時休園や保育の縮小など

の対応については、あらかじめ保護者と合意形成を図ったうえで本ガイドラインを踏まえ、保育施設

等で決定することができるものとする。 

 

５ その他の計画等との関連 

  本ガイドラインは災害時等の基本的な対応の方向性を示すものであり、保育施設等がより詳細な非

常災害対策計画、マニュアル、運用指針等を適切に整備し、職員間で共有するとともに、平常時から

災害時等の対応について保護者と共有するものとする。 

 

 

６ 避難情報等が発令された時の対応 

  （１）午前６時時点で発令中の場合 

警戒レベル 保育施設等の対応 

警戒レベル４ 

（避難指示） 

 

警戒レベル５ 

（緊急安全確保） 

・当該日は、臨時休園とする。 

（施設の安全や保育士等の配置が確保される場合に

おいて、災害対応や医療等の業務に従事する保護者

の児童については、保育施設等において、応急的に

保育の提供に努める。） 

 

・保護者への臨時休園の連絡に努める。 

 

※警戒レベル３ 

（高齢者等避難） 

・原則、保育を実施する。 

※警戒レベル３においても、施設長が、災害の被災

状況や今後の気象情報、保育士等の配置状況により

臨時休園等が必要と判断した場合は、臨時休園、保

育の縮小などの措置を取ることができる。 

 

   ※災害対応については、保育施設等の施設や立地条件等によって、状況が異なることから、警戒

レベルの発令によらずとも、各保育施設等の状況により臨時休園や保育の縮小などの対応もあり

える。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）開園時中に発令した場合 

警戒レベル 保育施設等の対応 

警戒レベル４ 

（避難指示） 

 

警戒レベル５ 

（緊急安全確保） 

・原則、保育の縮小を行う、（降園時間を早める） 

 

・あらかじめ保護者に周知している避難所等へ児童

を避難させる。（園内において安全が確保できる場所

があると判断した場合は、その場所へ児童を避難さ

せる） 

 

・保護者へ「施設の状況の連絡」や「出来るだけ速

やかなお迎え」を依頼する。保護者の安全面に配慮

した呼びかけを行う。 

 

※警戒レベル３ 

（高齢者等避難） 

・原則、保育を実施する。 

※警戒レベル３においても、施設長が、災害の被災

状況や今後の気象情報、保育士等の配置状況により

臨時休園等が必要と判断した場合は、臨時休園、保

育の縮小などの措置を取ることができる。 

 

※災害対応については、保育施設等の施設や立地条件等によって、状況が異なることから、警戒

レベルの発令によらずとも、各保育施設等の状況により臨時休園や保育の縮小などの対応もあり

える。 

 

 

（３）避難情報等解除後の対応 

状  況 保育施設等の対応 

午前６時までに解除 

・開園（開園時間の変更や給食の有無は園の判断と

し、通常と異なる場合は保護者へ連絡する） 

 

午前６時から開園時間までに解除 

・原則開園（開園時間の変更や給食の有無は園の判

断とし、通常と異なる場合は保護者へ連絡する。 

状況により休園（休園の場合は保護者へ連絡する。） 

 

（保育時間中に避難情報が発令され） 

保育時間中に解除 

・災害の状況に応じた対応をしつつ保育を継続し、

必要に応じて保護者へ「施設等の状況」を連絡する。 

 

 

 

 

 

 



 

７ 天候回復後の保育の再開について 

  保育施設等は、次の事項等を確認し安全を確保・確認したうえで、保育を実施する。 

    

～確認事項～ 

    ・職員の安否確認及び保育体制の確保 

    ・施設の安全性の確保  

    ・施設周辺の安全の確保 

    ・ライフラインの状況確認（電気、水道、ガス、通信、交通等） 

     

 

８ 保護者及び職員への周知 

   ・保育施設等は、入園時のしおり、園だより、メール配信等で適時の保護者周知に努めるものと

する。 

   ・保育施設等は、緊急時の避難場所や避難経路、避難時の児童の引き渡し方法等をあらかじめ定

めておき、保護者への周知及び職員間の情報共有を図るものとする。 

 

 

９ 災害情報等の確認方法 

  伊佐市防災情報メールにご登録いただくと、災害時等に警戒レベル情報や避難情報等の情報がメ

ールにて配信されます。伊佐市防災情報メールは、以下のＱＲコードを読み取っていただくか、ｔ-

isa-city@sg-p.jpに空メールを送信することで登録することができます。また、伊佐市公式 LINEで

も避難情報等をご覧いただけますのでご活用ください。 

 

       

   

 

 

 伊佐市防災ﾒｰﾙ QRコード    伊佐市防災ﾒｰﾙ QRコード    伊佐市公式 LINE 

 （パソコン・スマートフォン）       
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